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※金額は、一般会計の決算額を平成１７年３月末の人口４，８５６人で割り、歳出の構成比で計算したものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　（一般会計に関連する部分で、国保税等は、換算しておりません。）

������

漁港整備や農
林水産業振興
のために

������

�����

学校施設の整
備などに

������

�����

福祉の充実な
どに

������

����� �����

清掃事業や保
健対策などに

������

道路や公営住
宅の整備など
に
�������

�����

防災活動や消
防施設の充実
のために

������

�����

企画調整、税務戸
籍、各種選挙基金
積立などに

�������

�����

借入金の返済
などに

�������

��� �����

職員の給与な
どに

�������

議会費、商工費、
労働費・災害復旧
費に

������

���������	
���������	

�������������������

　　　　　　　　　１人当り：３８万円
【前年度残高　１８億５，２４７万円】

取崩額は…
公共施設建設整備：１億９，１００万円
借入金返済：４，８７０万円
台風１８号に伴う災害復旧関連経費：２，４２１万円
山村広場整備：４５０万円
���������	
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���������������	
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��������	��
���

実質収支額
�－�

翌年度へ繰越
べき財源�　

差引額
�＝�－�

支出済額
�

収入済額
�

会　計　別

△������△��������������������
国民健康保険事業
勘定特別会計

������������������������老人保健特別会計

��������������������������
介護保険事業
特別会計

△������△�����������������������合　　　計

前年度対比　国保会計９．７％減、老人保健会計は５．６％減ですが、介護会計
は、保険給付費増により、２．０％増となりました。
国保会計不足額２１，０９６千円はＨ１７年度の歳入を繰上げて充てました。

��������������

���������������

�����

資本的収支収益的収支区　分

���������収　入

������������支　出

△������������差　引

������

������������������

　　　　　　　　　１人当り：７３万６千円
【前年度残高　３６億９，４８０万円】

内訳は…
渡島東部消防事務組合債務承継：３，４２７万円
鹿部・本別漁港整備事業：１，４６０万円
減税補てん債：４４０万円（減税による減収を埋めるため）
臨時財政対策債：１億７，９８０万円
　（財源不足を補てんするため）
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不足額４２，２９３千円は内部留保資金、
消費税資本的収支調整額、建設改
良積立金を補てんしました。

水道会計には水道施設整備のた
めの資金の借入があります。
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単位：千円



���������（３）

中学校暗幕・視聴覚室床改修工事
 ３，５１８千円
語学指導助手関連経費 ４，４９３千円
奨学資金貸付 ５，１６０千円
山村広場改修工事 １０，１０１千円
給食センターボイラー等改修工事
 １６，９０５千円

デイサービス運営助成 ２０，０００千円
在宅介護支援センター運営委託
 ８，０００千円
簡易脳ドック等各種検診 ３，０１９千円
母子家庭の医療費助成 １，４６７千円
乳幼児の医療費助成 ６，４６６千円
障害者医療費助成 ２１，５７１千円
保育所入所委託 ５，４８４千円
老人保護措置費 ４，８９９千円
障害者支援費 ６９，２５３千円
住民健診 ２，６６１千円
児童手当 ２３，６１５千円

��������	


��������	


大岩地域会館新築工事 ７８，５５６千円
地籍調査事業 ２６，６４２千円
老人憩いの家管理経費 ５，６１０千円
地方バス路線補助金 １，０９８千円
町内街灯電気料 ３，２６３千円

��������	


���������	
��	
��

消防署・消防団経費 ２０９，３６４千円
防災行政無線システム維持経費
 １，０５８千円
防災行政無線個別受信機更新・修理
 １，１８６千円

��������	


出来澗団地解体工事 ２，１５３千円
町営住宅補修費 ３，６３７千円
駒ケ岳演習場障害防止対策事業
 ４１３，００５千円

��������	


��������	
 ��������	


鹿部救難所運営助成 ４６０千円
ウニ人工種苗中間育成事業（漁協へ）
 ７，０５６千円
昆布種苗供給事業（漁協へ） ８５５千円
漁港整備に係る地元負担金
 １４，６２２千円
漁業系リサイクル施設運営負担金
 ５，７００千円

各種予防接種扶助 １，２９１千円
ゴミステーション設置助成 ８４４千円
火葬場管理費 ５，６４５千円
渡島廃棄物処理広域連合負担金 ６３，６８７千円
茅部地区衛生施設組合負担金 ４３，２３１千円

��������	
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��������	
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議会費 ４，８１４万５千円
労働費 ６万９千円
商工費 ７，６５７万６千円
災害復旧費 ２，１６３万８千円

�����

������職員の給与等

������借金の返済経費

������

��������	�
���

����������	
�

貯　　金 １，１００万円
翌年度へ繰越  ５０万６千円
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０％ ５０％ １００％

０％ ５０％ １００％

�����
� ������������

０％ ５０％ １００％
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

七
月
七
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
公
共
施
設
の
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
委
託
料
八
十
万
円
、
給

食
セ
ン
タ
ー
浄
化
槽
の
修
繕
料
一

百
六
十
八
万
円
を
追
加
し
た
も
の

で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

八
月
八
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ

る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
及
び
最
高

裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
経

費
五
百
九
万
七
千
円
を
追
加
し
た

も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�

　

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

八
月
八
日
付
で
専
決
処
分
し
た
も

の
で
す
。

　

内
容
は
、
平
成
十
六
年
度
の
老

人
保
健
交
付
金
の
精
算
確
定
に
よ

�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
千
七

百
二
十
九
万
一
千
円
を
追
加
し
予

算
総
額
を
、
二
十
六
億
九
千
五
百

三
十
六
万
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
渡
島
廃
棄
物
処
理
広

域
連
合
負
担
金
二
百
五
万
一
千
円
、

本
別
漁
港
整
備
事
業
負
担
金
二
百

十
三
万
三
千
円
、
中
央
公
民
館
空

調
室
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
工
事

請
負
費
二
百
五
十
万
円
の
追
加
が

主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
三
百
三

十
九
万
円
を
追
加
し
予
算
総
額
を
、

六
億
三
千
八
百
四
十
三
万
六
千
円

と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
退
職
者
医
療
交
付
金

の
過
年
度
分
の
精
算
に
伴
う
償
還

金
二
百
二
十
三
万
一
千
円
の
追
加

が
主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
百
四

十
一
万
八
千
円
を
追
加
し
予
算
総

額
を
、
五
億
一
千
一
万
九
千
円
と

�
�
�
�
�

り
、
超
過
交
付
分
の
償
還
金
と
し

て
六
百
四
十
九
万
四
千
円
を
追
加

し
た
も
の
で
す
。

し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
老
人
医
療
給
付
費
国

庫
負
担
金
の
過
年
度
分
の
精
算
に

伴
う
償
還
金
六
十
八
万
二
千
円
の

追
加
と
一
般
会
計
繰
入
金
の
精
算

に
よ
る
償
還
金
七
十
三
万
六
千
円

の
追
加
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
千
六

百
四
十
二
万
五
千
円
を
追
加
し
予

算
総
額
を
、
二
億
四
千
八
百
二
十

五
万
三
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
在
宅
・
施
設
等
サ
ー

ビ
ス
給
付
費
五
百
十
八
万
円
の
追

加
と
国
庫
支
出
金
等
の
過
年
度
分

の
精
算
に
伴
う
償
還
金
六
百
五
十

一
万
九
千
円
の
追
加
が
主
で
す
。
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内
容
は
、
町
表
彰
に
お
い
て
自

治
貢
献
賞
の
三
十
年
以
上
の
元
一

般
町
職
員
、
元
消
防
職
員
の
表
彰

及
び
社
会
貢
献
賞
の
納
税
功
労
と

し
て
納
税
貯
蓄
組
合
関
係
者
の
表

彰
を
削
除
し
た
も
の
な
ど
が
主
な

改
正
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
さ
れ
、
本
年
度
の
表
彰

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
国
が
行
政
機
関
の
職

員
等
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
を
設

け
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、
地

方
公
務
員
に
つ
い
て
も
罰
則
を
設

け
る
よ
う
通
達
が
あ
り
、
各
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
罰
則
を
整
備

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
当
町
に

お
い
て
も
本
条
例
を
一
部
改
正
す

る
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
平
成
十
七
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
鹿
部
町
の
公
の
施
設

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
の
定
め
に
従
っ
て
現
在
は
、
直

営
と
管
理
委
託
で
管
理
を
行
っ
て

お
り
ま
す
が
、
平
成
十
五
年
に
地

方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十

八
年
九
月
ま
で
に
直
営
と
指
定
管

理
者
制
度
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を

制
定
し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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内
容
は
、
鹿
部
町
公
の
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
、
鹿
部

町
漁
業
系
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
施

設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
よ
う
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�

�
　

以
上
、
そ
の
他
の
六
議
案
に
つ

い
て
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
を

も
っ
て
、
八
雲
町
と
熊
石
町
が
合

併
す
る
こ
と
と
な
り
、
規
約
の
変

更
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。
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満
場
一
致
で
、
小
笠
原
功
氏

（
字
本
別
三
一
四
番
地
の
一
）
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。
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内
容
は
、
現
規
則
を
廃
止
し
、

新
た
に
規
則
を
制
定
し
た
も
の
で

す
。
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次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関
係

省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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バ
イ
パ
ス
工
事
に
よ
り
、
老
人

い
こ
い
の
家
が
立
て
替
え
と
な
り

ま
す
が
、
建
て
替
え
後
、
い
く
ら

か
料
金
を
徴
収
し
、
町
財
政
に
と

考
え
て
い
る
こ
と
は
、
私
も
同
感

で
あ
り
ま
し
た
が
、
利
用
し
て
い

る
方
々
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

年
金
生
活
者
が
多
数
を
占
め
て
お

り
、
限
ら
れ
た
年
金
の
中
か
ら
介

護
保
険
等
、
色
々
な
こ
と
で
収
入

が
少
な
く
な
り
、
そ
れ
に
加
え
、

入
浴
料
ま
で
と
な
る
と
、
今
ま
で

毎
日
入
浴
し
て
い
た
も
の
が
、
入

浴
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
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い
こ
い
の
家
ま
で
歩
く
こ
と
、

そ
し
て
、
仲
間
と
の
語
ら
い
が
、

心
の
ケ
ア
に
つ
な
が
り
、
健
康
維

持
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
意
見
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

町
財
政
厳
し
い
状
況
下
で
は
あ

り
ま
す
が
、
町
長
に
伺
い
た
い
こ

と
は
、
今
回
、
老
人
い
こ
い
の
家

の
利
用
者
の
話
に
耳
を
傾
け
る
考

え
が
な
い
の
か
。

　

ま
た
、
当
初
、
老
人
い
こ
い
の

家
建
設
に
あ
た
り
無
料
と
し
た
理

由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
お
伺
い

致
し
ま
す
。
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町
財
産
の
再
利
用
に
つ
い
て
お

伺
い
致
し
ま
す
。

　

町
内
に
は
、
休
遊
地
、
ま
た
、

貸
し
付
け
し
て
い
る
町
有
地
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
土
地
を

処
分
し
て
、
町
財
政
に
反
映
さ
せ

る
べ
き
と
思
う
が
、
町
長
の
考
え

を
お
伺
い
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水

を
新
た
に
利
用
す
る
考
え
が
な
い

か
、
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で

開
園
し
て
、
町
内
外
の
観
光
客
に

喜
ば
れ
、
年
間
何
万
人
も
の
観
光

客
が
訪
れ
、
年
間
約
二
千
二
百
万

円
の
収
入
が
あ
り
、
町
財
政
に
も

貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で

も
な
い
と
思
い
ま
す
。
夕
方
六
時

か
ら
朝
八
時
ま
で
の
間
、
噴
き
上

げ
る
温
泉
水
を
た
だ
捨
て
て
い
る



���������（７）

だ
け
で
は
、
も
っ
た
い
な
い
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
時
間
で
約

三
千
リ
ッ
ト
ル
、
開
園
し
て
い
な

い
時
間
帯
十
四
時
間
お
湯
を
貯
め

る
と
な
る
と
四
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

に
も
な
り
ま
す
。

　

鹿
部
町
は
温
泉
の
町
で
も
あ
り

ま
す
。
一
般
家
庭
に
温
泉
水
を
売

る
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
捨
て
て
い

る
温
泉
水
の
有
効
利
用
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
が
、
町
長
の
考
え
方
を
お
伺

い
致
し
ま
す
。
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老
人
い
こ
い
の
家
の
無
料
化
に

つ
い
て
で
、
ご
ざ
い
ま
す
が
、
結

論
か
ら
申
し
上
げ
ま
し
て
、
建
て

替
え
と
な
る
新
し
い
、
い
こ
い
の

家
の
入
浴
料
金
は
、
現
時
点
で
は

有
料
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
行
財
政
改
革
で
の
論

議
や
、
議
員
皆
様
方
と
の
協
議
に

お
い
て
も
有
料
に
す
る
と
い
う
意

見
が
多
く
あ
り
ま
す
し
、
建
物
等

は
町
で
建
て
ま
す
が
、
で
き
れ
ば

維
持
管
理
費
の
一
部
は
利
用
者
に

負
担
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
初
老
人
い
こ
い
の
家

建
設
に
あ
た
り
無
料
と
し
た
理
由

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施
設
は
、

昭
和
五
十
年
三
月
に
完
成
し
た
も

の
で
あ
り
、
当
初
の
こ
と
は
あ
ま

り
承
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
管

理
条
例
の
中
に
、「
地
域
の
老
人

に
対
し
て
健
康
の
増
進
、
教
養
の

向
上
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
の
便
宜
を
提
供
し
、
も
っ
て

老
人
に
健
康
で
明
る
い
生
き
甲
斐

の
あ
る
生
活
を
営
ま
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
置
す
る
。」と
し
て

お
り
、
当
時
は
老
人
福
祉
対
策
の

一
環
と
し
て
健
康
な
お
年
寄
り
に

な
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
多
く
の
方

の
利
用
を
考
え
て
無
料
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
と
し
て

は
誠
に
的
を
得
た
政
策
で
あ
っ
た

と
推
察
し
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

施
設
の
概
要
等
が
ま
だ
固
ま
っ
て

お
り
ま
せ
ん
し
、
老
人
ク
ラ
ブ
連

合
会
よ
り
無
料
の
継
続
要
望
書
が

提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ

る
程
度
計
画
が
出
来
た
段
階
で
、

老
人
ク
ラ
ブ
や
利
用
者
に
も
町
の

考
え
方
を
説
明
し
、
ご
意
見
を
伺

い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

御
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

�
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次
に
二
点
目
の
町
財
産
の
再
利

用
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

公
有
財
産
の
う
ち
の
普
通
財
産

に
係
る
有
効
利
用
に
関
し
て
の
ご

質
問
と
思
い
ま
す
。
町
で
は
、
現

在
町
民
の
皆
さ
ん
他
に
九
十
件
の

町
有
地
を
貸
し
付
け
し
て
お
り
、

本
人
の
要
望
が
あ
れ
ば
議
会
の
承

認
を
得
た
う
え
で
必
要
部
分
に
つ

い
て
は
売
却
を
実
施
し
て
き
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
遊
休
地
に
つ
い

て
も
、
今
後
希
望
が
あ
れ
ば
売
却

に
つ
い
て
の
話
し
合
い
に
応
じ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、

町
内
で
は
、
現
在
、
鹿
部
バ
イ
パ

ス
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
将

来
は
代
替
地
と
し
て
確
保
す
る
必

要
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
個
人

の
財
産
形
成
と
な
る
よ
う
な
売
却

に
な
ら
な
い
よ
う
慎
重
に
対
応
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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次
に
、
間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水

の
新
た
な
利
用
に
つ
い
て
で
ご
ざ

い
ま
す
。
間
歇
泉
は
約
十
分
に
一

回
噴
き
上
げ
、
一
回
当
た
り
約
五

百
リ
ッ
ト
ル
の
湯
量
が
あ
り
、
営

業
時
間
外
で
あ
れ
ば
竹
ヶ
原
議
員

の
言
わ
れ
る
と
お
り
、
温
泉
水
の

販
売
も
十
分
可
能
な
湯
量
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
、
各

家
庭
に
浴
室
が
あ
り
な
が
ら
、
開

放
感
や
リ
ラ
ッ
ク
ス
を
求
め
て
、

大
型
温
泉
施
設
へ
出
か
け
る
度
合

い
が
多
い
こ
と
や
、
間
歇
泉
の
泉

質
は
、
浴
槽
に
ス
ケ
ー
ル
の
付
着

や
着
色
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
自
宅
で
の
利
用
を
差
し
控

え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
な
ど
、

利
用
者
が
い
る
か
ど
う
か
の
不
安

材
料
が
あ
り
ま
す
し
、
販
売
す
る

た
め
の
設
備
投
資
や
人
件
費
な
ど

も
発
生
す
る
こ
と
か
ら
慎
重
に
考

え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

間
歇
泉
公
園
は
当
町
の
観
光
拠
点

で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
、
町
民

皆
様
方
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら

施
設
の
充
実
を
図
っ
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
願

い
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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老
人
い
こ
い
の
家
の
無
料
化
に

つ
い
て
は
、
住
民
の
立
場
に
た
っ

た
考
え
方
や
、
町
の
老
人
福
祉
の

目
玉
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に

な
る
の
か
、
お
伺
い
し
た
い
。
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間
歇
泉
公
園
の
温
泉
水
も
鹿
部

町
の
観
光
の
目
玉
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
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行
財
政
改
革
の
中
で
検
討
し
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
も
一
部
負
担

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
高
齢
者
の
方
々
へ
老
人

い
こ
い
の
家
の
建
設
費
・
維
持
管

理
費
等
を
説
明
し
、
ご
意
見
を
伺

っ
て
ま
い
り
た
い
。

�
�
�
�

　

温
泉
水
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

町
づ
く
り
の
一
つ
の
方
策
と
し
て

研
究
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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以
上
五
会
計
の
平
成
十
六
年
度

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
本
会
議

初
日
に
、
議
長
を
除
く
議
員
で
構

成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を

設
置
し
、
翌
日
開
催
し
た
同
委
員

会
で
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
い

ず
れ
の
会
計
も
認
定
す
べ
き
も
の

と
決
定
さ
れ
、
本
会
議
に
お
い
て

委
員
長
報
告
が
な
さ
れ
満
場
一
致

で
認
定
し
た
。

　

な
お
、
各
会
計
の
決
算
状
況
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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��，���，����，���，���，����，���，���，���一　　般　　会　　計

△���，���，������，���，������，���，���国 民 健 康 保 険
特
別
会
計

�，���，������，���，������，���，���老 人 保 健
��，���，������，���，������，���，���介 護 保 険 事 業
△��，���，����，���，���，����，���，���，���　 小　 　 計　
��，���，�����，���，������，���，���収 益 的 収 支水

道
事

業
会
計 △���，���，�����，���，�����，���資 本 的 収 支

���������	


割　合決　算　額項　　　目
��．���，���，���，���地方交付税
��．�����，���，���諸　収　入
��．�����，���，���町　　　税
�．�����，���，���繰　入　金
�．�����，���，���町　　　債
�．����，���，���道 支 出 金
�．����，���，���国庫支出金
�．����，���，���使用料及び手数料
�．�����，���，���そ　の　他
���．���，���，���，���合　　　計

割　合決　算　額項　　　目
��．�����，���，���諸　　費
��．�����，���，���総　務　費
��．�����，���，���土　木　費
��．�����，���，���公　債　費
�．�����，���，���民　生　費
�．�����，���，���教　育　費
�．�����，���，���消　防　費
�．�����，���，���衛　生　費
�．�����，���，���そ　の　他
���．���，���，���，���合　　　計

������������� �������������

�� ��単位：円／％ 単位：円／％

　　単位：円
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鹿
部
町
の
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

�
�
�
�
�

　

担
当
課
よ
り
説
明
を
受
け
、
屋

外
拡
声
機
設
置
箇
所
視
察
後
、
質

疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

現
在
の
防
災
計
画
は
、
平
成
十

年
度
の
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ

き
、
平
成
十
一
年
度
に
策
定
。
今

回
、
行
政
組
織
の
改
正
や
国
・
道

の
組
織
改
革
等
に
よ
り
、
平
成
十

八
年
三
月
頃
を
目
途
に
全
面
修
正

す
る
予
定
。

　

そ
の
他
と
し
て
、
近
隣
町
村
の

合
併
に
よ
り
、
駒
ヶ
岳
火
山
噴
火

町
相
互
間
地
域
防
災
計
画
に
つ
い

て
も
修
正
予
定
。
ま
た
、
職
員
駒

ヶ
岳
火
山
災
害
対
策
計
画
に
つ
い

て
も
行
政
組
織
の
改
正
に
よ
り
見

直
し
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
駒
ヶ
岳
の
火
山
活
動
は
、

静
穏
に
経
過
し
て
お
り
、
火
山
性

微
動
も
な
い
が
、
噴
煙
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
五
年
九
月
以
降
弱
い

噴
煙
が
し
ば
し
ば
観
測
さ
れ
て
い

る
。
専
門
家
の
話
で
は
、
大
規
模

に
噴
火
す
る
可
能
性
は
低
い
と
い

う
一
方
、
自
然
と
い
う
駒
ヶ
岳
の

状
況
が
変
わ
る
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
と
話
し
て
い
る
。

　

今
回
の
駒
ヶ
岳
演
習
場
周
辺
無

線
放
送
施
設
設
置
事
業
費
は
、
二

億
二
千
六
百
四
十
二
万
六
千
円
を

見
込
み
国
庫
補
助
金
と
し
て
七
五

パ
ー
セ
ン
ト
が
賄
わ
れ
、
残
り
を

地
方
債
と
一
般
財
源
で
補
い
、
平

成
十
九
年
十
二
月
ま
で
に
は
全
て

完
成
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

現
在
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い

る
防
災
無
線
拡
声
器
は
、
二
十
九

箇
所
に
設
置
。
こ
の
う
ち
、
大
和

リ
ゾ
ー
ト
地
区
に
は
六
箇
所
あ
る

が
、
海
側
の
道
有
林
周
辺
に
つ
い

て
は
、
再
度
調
査
願
い
た
い
。

�
�
�
�
�

　

鹿
部
町
国
民
健
康
保
険
事
業
勘

定
特
別
会
計
の
財
政
状
況
に
つ
い

て
�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
七
月
二
十
日

�
�
�
�
�

　

担
当
課
よ
り
説
明
を
受
け
、
質

疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

平
成
十
六
年
度
の
歳
入
六
億
四

千
三
百
七
十
三
万
四
千
円
に
対
し
、

歳
出
六
億
六
千
四
百
八
十
三
万
円

で
、
二
千
一
百
九
万
六
千
円
の
赤

字
決
算
と
な
り
、
前
年
度
の
約
二

倍
の
赤
字
額
と
な
る
。

　

財
政
調
整
基
金
に
つ
い
て
は
、

平
成
九
年
度
に
九
千
二
百
万
円
で

あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
十
五
年
度

に
は
、
底
を
つ
き
残
高
無
し
。
こ

の
た
め
、
赤
字
分
を
翌
年
度
の
予

算
で
賄
っ
て
い
る
。

　

普
通
調
整
交
付
金
は
、
保
険
税

の
徴
収
率
が
八
八
。
五
六
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
る
こ
と
か
ら
、
国
か
ら

の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
九
パ
ー
セ

ン
ト
（
約
六
百
万
円
）
交
付
金
が

減
額
さ
れ
、
七
千
二
百
七
十
九
万

九
千
円
、
特
別
調
整
交
付
金
は
、

二
百
八
十
一
万
二
千
円
交
付
さ
れ

る
が
、
十
八
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ

る
。

　

国
保
加
入
率
は
、
人
口
の
五
八

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
加
入
し
て
お

り
、
微
増
傾
向
に
あ
る
。

　

療
養
給
付
費
の
被
保
険
者
の
医

療
費
負
担
は
三
割
で
、
残
り
七
割

二
億
六
百
三
十
二
万
三
千
円
を
負

担
。
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、

一
般
被
保
険
者
で
十
三
万
二
千
九

百
三
円
、
退
職
者
被
保
険
者
二
十

四
万
五
千
九
百
八
十
三
円
と
な
る
。

　

老
人
保
健
拠
出
金
は
、
一
般
財

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
��
�
�

源
の
負
担
割
合
約
五
割
で
平
成
十

六
年
度
で
は
、
一
億
二
十
八
万
五

千
円
。
平
成
十
二
年
度
か
ら
開
始

さ
れ
た
介
護
納
付
金
は
、
十
三
年

度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
に
一
千
二

百
四
十
二
万
二
千
円
不
足
と
な
っ

て
い
る
。

収納率未収額収納額調定額科　　　　目

�����％����������円�����������円����������	円医療給付費現年課税分一
般
分 �����％���������円����������円����������円介護納付金現年課税分

������％�円����������円����������円医療給付費現年課税分退
職
者
分 ������％�円�������円�������円介護納付金現年課税分

�����％����������円�����������円�����������円合　　　　計

��������	
����
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こ
れ
ら
の
原
因
と
し
て
は
、
国

民
健
康
保
険
税
・
介
護
納
付
金
の

滞
納
や
保
険
税
の
収
納
率
が
九
三

パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
こ
と
に
よ

り
、
国
か
ら
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し

て
交
付
金
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
。

更
に
老
人
保
健
拠
出
金
の
医
療
費

の
増
加
に
伴
う
町
負
担
の
増
が
上

げ
ら
れ
る
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
状
況

は
、
医
療
・
介
護
併
せ
て
二
億
四

千
百
四
十
九
万
三
千
九
百
六
十
九

円
、
率
に
し
て
八
八
。
五
六
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
七
年
五
月
末
ま
で
の
滞

納
状
況
は
三
五
九
人
で
滞
納
額
は

一
億
九
千
九
百
六
万
五
千
六
百
三

十
九
円
、
五
〇
万
円
以
上
の
高
額

滞
納
者
は
一
四
六
人
で
、
一
億
五

千
七
百
四
十
六
万
六
千
円
の
滞
納

が
あ
り
、
滞
納
者
全
体
の
八
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

　

漁
業
不
振
に
関
わ
ら
ず
、
国
民

の
義
務
と
し
て
、
滞
納
者
に
対
す

る
保
険
証
の
交
付
方
法
や
職
員
の

徴
収
に
対
す
る
意
識
改
革
も
含
め

十
分
協
議
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
医

療
費
抑
制
の
た
め
、
保
健
事
業
に

積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

��������������������	
�

（開催日が近くなりましたら町防災無線でお知らせします。）

��������	
�

傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所と氏名を記入するだけです。

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																				
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　去る８月２２日札幌市において、議会広報研修会が

開催され、当町の議会だより編集委員２名も参加し

議会広報の作り方等について研修しました。

　この研修会は毎年開催され、全道の議会広報担当

者の研修として、２２日は道南・道央、２３日道東・道

北に分かれ、２２日の研修には３１３名の議員等が参加

しました。

　今回の研修は、広報プランナー（企画・立案）の

和田雅之氏を講師として、読者の要望をどうとらえ

るか等の研修をしてきました。

� � � � � � �� � � � � � �
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１２２，６２６円２，７２６．５㎏すけそ
３４，２０９，３４５円４３，８３２．５㎏たこ
１５，６１７，５７１円６６，８５６．４㎏さけ
３，９１３，６３０円３０，６００．１㎏いか
１，１６７，９６１円２，２０９．３㎏かれい
２４３，５９１円４２１．６㎏あぶらこ
２３，８９３円４９．４㎏黒そい

５，８５６，９４１円１７，３３５．０㎏ほっけ
３１，８２９円６７．４㎏がや
２３，８９３円７７８．３㎏かじか
８９，６１７円５０．６㎏ひらめ

１，５２７，０５８円１，６８２．４㎏はたはた
１３，６９２円４９０．３㎏さば

１，５２７，０５８円６，９８０．８㎏ふくらげ
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６３０，２０５円２，３２６．７㎏ほっき貝
６３２，３８２円３０８．２㎏まぐろ
４７１，０９８円７０９．６㎏たら

４，２０４，６０２円３８，１１６．７㎏つぶ
５７９，７３３円３９９，９㎏えび
１，６６０円２７４．２㎏いわし

３０８，４３３円１，０７６．６㎏その他

���
��
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月
２
日
（
土
）、
渡
島
管
内

１０
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
協
議
会
主
催

に
よ
る
、
第
十
四
回
渡
島
管
内

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
柔
道
交
流
大

会
が
鹿
部
町
総
合
体
育
館
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
チ
ー
ム
は
、　

団
体
で

１２

個
人
戦
・
団
体
戦
と
行
わ
れ
ま

し
た
。
出
場
し
た
選
手
の
皆
さ

ん
は
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
だ

し
、
精
一
杯
戦
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
鹿
部
ス
ポ
ー
ツ
少
年

団
で
の
個
人
戦
入
賞
者
は
、

１
・
２
年
生
女
子
の
部
、
山
内

彩
聖
さ
ん
が
準
優
勝
い
た
し
ま

し
た
。

������������������

上磯柔道教室柔　心　館森町柔道スポーツ少年団臥牛柔道少年団�����

上磯柔道教室函館柔道スポーツ少年団臥牛柔道少年団大野町柔道少年団�����
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月
９
日
（
土
）　

日
（
日
）、
第

１０

１０

二
回
盛
田
幸
妃
杯
少
年
野
球
大
会
が
鹿

部
山
村
広
場
野
球
場
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。　

　

盛
田
幸
妃
氏
は
、
地
元
に
恩
返
し
を

し
た
い
と
の
要
望
で
昨
年
よ
り
本
大
会

が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
今
年
の
参
加

チ
ー
ム
は
、
地
元
鹿
部
ク
ラ
ッ
プ
ー
ズ

を
は
じ
め　

チ
ー
ム
が
集
ま
り
ト
ー
ナ

１０

メ
ン
ト
戦
に
よ
り
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
し
た
。

��������	
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　９月２９日（木）におこなわれました３歳児健診で、次のお子さんはむし歯が１本もありませんでし
た。これからも歯みがきを頑張って、むし歯を作らないようにしましょう。

（鹿部）村田　　聖ちゃん
保護者　村田　昌仁さん

（宮浜）木村　梨花ちゃん
保護者　木村　欣廣さん

（鹿部）横井　美咲ちゃん
保護者　横井　邦彦さん

（宮浜）竹駒　省吾くん
保護者　竹駒　　悟さん

（宮浜）平井　愛実ちゃん
保護者　平井　俊光さん

（宮浜）平井　李佳ちゃん
保護者　平井　康之さん

（本別）木村　大珠くん
保護者　木村　亮太さん
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月　

日
（
土
）
山
村
広
場
多
目
的
グ
ラ

１０

１５

ン
ド
の
開
設
を
記
念
し
、
第
１
回
鹿
部
カ
ッ

プ
近
隣
町
村
小
学
生
サ
ッ
カ
ー
交
流
大
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

グ
ラ
ン
ド
一
面
に
ひ
か
れ
た
緑
の
芝
生
の

上
を
選
手
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
ボ
ー
ル
を
追

い
か
け
力
一
杯
戦
っ
て
い
ま
し
た
。
応
援
に

駆
け
付
け
た
父
母
の
皆
さ
ん
も
精
一
杯
の
声

援
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

��������	
���������������

順位総失点総得点得失差負分勝勝点久根別鷲の木鹿　部

２５２－３１１０１△
１－１

×
１－４鹿　部

１１８７００２６○
４－０

○
４－１鷲の木

３５１－４１１０１×
０－４

△
１－１久根別

�����

順位総失点総得点得失差負分勝勝点函　館森砂　原

３８２－６２０００×
１－５

×
１－３砂　原

２７６－１１０１３×
３－６

○
３－１森

１４１１７００２６○
６－３

○
５－１函　館

�����
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
日
本

で
最
大
の
感
染
症
で
、
毎
年　
１１

月
下
旬
か
ら
翌
年
３
月
を
中
心

に
流
行
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

普
通
の
風
邪
と
違
い
重
症
化
し
、

時
に
は
肺
炎
を
合
併
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
早
め
の
予
防

策
が
大
切
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
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た
ん
ぱ
く
質
と
ビ
タ
ミ
ン
、

ミ
ネ
ラ
ル
を
多
め
に
バ
ラ
ン
ス

よ
く
と
っ
て
、
免
疫
力
を
高
め

ま
し
ょ
う
。
特
に
高
齢
者
は
低

タ
ン
パ
ク
に
な
り
が
ち
。
意
識

し
て
肉
や
魚
、
大
豆
製
品
を
と

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�

　

毎
日
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど

で
、
積
極
的
に
体
を
動
か
し
、

適
度
な
運
動
で
体
力
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

�
�
��
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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温
か
い
食
事
な
ど
で
血
液
の

循
環
を
よ
く
し
ま
し
ょ
う
。
服

装
は
薄
い
素
材
の
重
ね
着
な
ど

で
調
節
を
。
た
だ
し
、
厚
着
し

す
ぎ
は
逆
効
果
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
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予
防
接
種
に
は
、
副
作
用
が

あ
り
ま
す
の
で
主
治
医
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
左
記
の
町
民
の
方

へ
、
１
回
の
接
種
に
つ
き
２
千

円
の
助
成
を
行
い
ま
す
。
手
続

き
は
左
記
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。

�
�
�
�
�

①
接
種
日
に
お
い
て
満　

歳
以

６５

上
の
方
、
及
び
満　

歳
以
上　

６０

６４

歳
ま
で
の
方
で
心
臓
疾
患
、
腎

臓
疾
患
、
呼
吸
器
疾
患
等
の
内

部
障
害
で
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
を
お
持
ち
の
方

②
満　

歳
以
下
で
中
学
校
３
年

１５

生
ま
で
の
方
、
右
記
①
・
②
の

方
で
町
内
又
は
町
外
の
医
療
機

関
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
し
た
方

�
�
��
�

　

平
成　

年　

月
１
日
〜

１７

１０

　

平
成　

年
１
月　

日
接
種
分

１８

３１

�
�
�
�
�
�

　

１
回
の
接
種
に
つ
き
２
千
円

※
１
回
の
接
種
料
金
が
２
千
円

に
満
た
な
い
場
合
は
、
か
か
っ

た
費
用
の
み
町
負
担
と
し
ま
す
。

な
お
、
対
象
の
①
の
方
に
つ
い

て
は
１
回
の
み
、
②
の
方
に
つ

い
て
は
２
回
ま
で
の
接
種
を
助

成
対
象
と
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

【
町
内
の
医
療
機
関
で
接
種
を

受
け
ら
れ
る
方
】

①
医
療
機
関
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
予
約
は
各
自
で
行
っ
て
下

さ
い
。

②
１
回
の
接
種
料
金
の
う
ち
、

町
助
成
分
を
差
し
引
い
た
差
額

分
の
み
医
療
機
関
窓
口
で
お
支

払
下
さ
い
。

【
町
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を

う
け
ら
れ
る
方
】

①
医
療
機
関
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
予
約
は
各
自
で
行
っ
て
下

さ
い
。
た
だ
し
、　

歳
以
上
の

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

６５

方
は
事
前
に
役
場
民
生
課
へ
接

�
�

�

種
の
申
込
み
を
し
て
下
さ
い
。

医
療
機
関
に
持
参
し
て
も
ら
う

書
類
（
予
防
接
種
依
頼
書
）
を

お
渡
し
し
ま
す
。

②
ワ
ク
チ
ン
の
助
成
金
は
手
続

き
後
、
払
い
戻
し
と
な
り
ま
す

の
で
、
一
度
病
院
窓
口
で
、
全

額
立
替
払
い
を
し
て
き
て
下
さ

い
。（
接
種
料
金
は
医
療
機
関

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。）病
院

で
支
払
を
し
た
際
に
も
ら
っ
た

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
た

領
収
書
を
役
場
民
生
課
ま
で
持

っ
て
き
て
下
さ
い
。

　

助
成
金
は
口
座
振
込
み
と
な

り
ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
預
金

通
帳
（
郵
便
局
以
外
の
金
融
機

関
）
の
口
座
番
号
・
口
座
名
義

人
名
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

�
�
�
�
�

　

医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
予

防
接
種
の
日
時
が
決
ま
っ
て
い

る
と
こ
ろ
や
予
約
制
と
な
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

受
診
す
る
前
に
各
自
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
細
に
つ
い
て
は
、
役
場
民

生
課
介
護
・
保
健
推
進
係
へ
お

問
合
せ
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
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�

�
�
町
道
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自

動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
免
税
使
用
者
証

は
交
付
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

一　

免
税
軽
油
使
用
者
が
地
方
税
に
関

す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と

（
※
一
）
に
よ
り
法
第
７
０
０
条
の

　

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
軽
油

１５使
用
者
証
及
び
免
税
証
の
返
納
を
命

ぜ
ら
れ
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
２

年
を
経
過
し
な
い
者

二　

免
税
軽
油
使
用
者
が
国
税
又
は
地

方
税
の
滞
納
処
分
を
受
け
、
そ
の
滞

納
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を

経
過
し
な
い
者

三　

免
税
軽
油
使
用
者
が
国
税
若
し
く

は
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く

は
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
か
ら

３
年
を
経
過
し
な
い
者

四　

免
税
軽
油
の
使
用
者
が
法
人
の
場

合
で
一
か
ら
三
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
が
役
員
と
な
っ
て
い
る

法
人

五　

右
記
一
か
ら
四
の
場
合
の
ほ
か
、

免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び
免
税
証
を

交
付
す
る
こ
と
が
軽
油
引
取
税
の
取

締
り
又
は
保
全
上
特
に
不
適
当
と
認

め
ら
れ
る
と
き

●　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
免

税
軽
油
使
用
者
の
新
規
又
は
申
請
の
都

度
従
前
か
ら
の
書
類
（
免
税
軽
油
使
用

者
証
交
付
申
請
書
、
免
税
用
機
械
の
内

訳
、
機
械
の
所
有
状
況
等
を
証
明
す
る

書
面
）
に
加
え
、
前
記
一
か
ら
四
ま
で

の
免
税
軽
油
使
用
者
欠
格
事
由
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
趣

旨
で
あ
る
「
誓
約
書
」
の
提
出
が
必
要

　

既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
使
用
者

（
２
人
以
上
の
者
が
代
表
者
を
定
め
て

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ

か
の
者
（
以
下
「
共
同
申
請
」
※
二
）

が
地
方
税
法
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

違
反
し
た
と
き
、
そ
の
他
軽
油
引
取
税

の
取
締
又
は
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
免
税
軽
油
使
用
者

証
及
び
免
税
証
の
返
納
を
命
ず
る
場
合

が
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
��
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共
同
申
請
の
場
合
は
、
使
用
者
全
員

の
記
名
押
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
共
同
申
請
の
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の

者
が
違
反
し
た
時
は
、
共
同
申
請
者
全

員
が
使
用
者
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。（
知
事
か
ら
の
返
納
命
令
）

※
一　

地
方
税
法
に
罰
則
規
定
が
あ
る

も
の
の
他
、
道
税
、
市
町
村
税
に
滞

納
が
あ
る
場
合
を
含
む
（
国
保
税
も

含
ま
れ
る
）

※
二　

漁
業
用
途
の
申
請
者
は
、
大
半
、

共
同
申
請
さ
れ
て
い
る
。

◎　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ

て
免
税
証
の
交
付
を
受
け
、
免
税
軽

油
の
引
取
り
を
行
っ
た
も
の
は
、
５

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
２
０
０
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

◎　

免
税
証
は
、
こ
れ
を
他
人
に
譲
り

渡
し
、
又
は
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て

は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
し
た
も

の
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は　

万
５０

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

◎　

申
請
さ
れ
た
船
舶
し
か
免
税
軽
油

は
使
用
で
き
な
い
。

（
例　

船
を
２
隻
持
っ
て
い
る
が
、
１

隻
し
か
使
用
申
請
し
て
い
な
い
場
合

は
、
申
請
し
て
い
る
１
隻
の
他
は
使

用
で
き
な
い
。）

詳
し
く
は
、
役
場
税
務
課
へ
お
問
合
せ

下
さ
い
。�
７－

２
１
１
１

　

「
燃
や
せ
る
ゴ
ミ
」
の
中
に
、
水
分

が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら

れ
ま
す
。
こ
の
水
分
が
多
い
と
回
収
作

業
に
支
障
を
来
た
し
た
り
、
ゴ
ミ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
周
辺
を
汚
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
処
理
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
水

分
も
重
量
と
し
て
計
量
さ
れ
る
た
め
処

理
料
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
防
ぐ
た
め
、
生
ゴ
ミ
を
指

定
ゴ
ミ
袋
に
入
れ
る
前
に
は
十
分
に
水

切
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
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紙
類
を
出
す
際
に
は
、
段
ボ
ー
ル
、

雑
誌
、
新
聞
及
び
チ
ラ
シ
、
紙
パ
ッ
ク
、

そ
の
他
紙
類
に
分
け
て
、
束
ね
て
出
し

て
く
だ
さ
い
。
小
さ
な
紙
や
空
き
箱
等

は
、
使
用
済
み
封
筒
に
入
れ
て
か
ら
束

ね
る
と
簡
単
で
す
。
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当
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
北
海
道
か

ら
の
委
託
を
受
け
て
、
悩
み
ご
と
心
配

ご
と
の
相
談
を
受
け
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
事
業
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

年
齢
を
問
わ
ず
無
料
で
一
般
相
談
や
専

門
相
談
を
来
所
、
電
話
等
で
お
受
け
し

て
お
り
、
特
に
専
門
相
談
に
つ
き
ま
し

て
は
、
遠
方
の
方
で
あ
っ
て
も
弁
護
士

や
医
師
等
の
専
門
家
と
電
話
で
相
談
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
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た
だ
し
、
祝
日
、
年
末
年
始
（　

月
１２

　

日
か
ら
１
月
４
日
）
は
除
き
ま
す
。

２８
�
�
�
��
�
�
�
��
���

�
�
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�
　

０
１
１－

２
５
１－

２
５
２
５

　
　
　

０
１
１－

２
５
１－

６
１
５
６

���

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

　

本
人
や
家
族
の
悩
み
、
心
配
ご
と
、

生
き
が
い
活
動
な
ど

�
�
�
�
�
�

　

医
療
。
法
律
、
年
金
な
ど

●
医
療
の
相
談

（
第
１
・
第
３
水
曜
日
午
後
１
時
〜
４

時
）

●
法
律
の
相
談

（
毎
週
月
曜
日
及
び
第
２
水
曜
日
午
後

１
時
〜
４
時
）

●
年
金
の
相
談

（
第
１
・
第
３
木
曜
日
午
後
１
時
〜
４

時
）

　

赤
い
羽
根
共
同
募
金
は
、
子
ど
も
た

ち
や
一
人
親
家
庭
の
福
祉
の
た
め
に
も

役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
域
や
学
校

で
の
福
祉
教
育
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
・
一
人
親
家
庭
の
交
流
会
や
入
学
・

卒
業
時
の
懇
談
会
等
地
域
で
の
仲
間
作

り
や
社
会
福
祉
に
関
し
て
の
理
解
を
深

め
て
い
ま
す
。

　

鹿
部
町
の
福
祉
活
動
を
支
え
る
た
め

に
今
年
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

三
。
一
般
入
学
試
験

　

期　

日　

平
成　

年
２
月　

日

１８

１２

　

願
書
受
付
期
間

　
　
　
　
　

平
成　

年
１
月
６
日
〜

１８

　
　
　
　
　
　
　

平
成　

年
２
月
７
日

１８

　

合
格
発
表　

平
成　

年
２
月　

日

１８

１７

四
、
特　
　

典

●
海
技
従
事
者
国
家
試
験
受
験
に
際
し

て
４
級
海
技
士
（
航
海
）
並
び
に
内
燃

機
関
４
級
海
技
士
の
筆
記
試
験
が
免
除

●
４
級
小
型
船
舶
操
縦
士
の
資
格
を
取
得

●
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
の

資
格
が
認
定

お
問
合
せ
先

　

国
立
小
樽
海
上
技
術
学
校　

教
務
課

　

小
樽
市
桜
３
丁
目　

番
１
号

２１

　
�
　

０
１
３
４－

５
４－

２
１
２
２

�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
��
��
�
�
�

��

��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



・
年
金
請
求
な
ど
の
年
金
相
談

�
０
５
７
０－

０
５－

１
１
６
５

・
年
金
を
お
受
け
に
な
っ
て
い
る
方
の

年
金
相
談

�
０
５
７
０－

０
７－

１
１
６
５

　
　
　

受
付
時
間
は
午
前
８
時　

分
〜

３０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
５
時

　
　
　
　

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◎
『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
』
は
、
お
客

様
か
ら
の
電
話
を
全
国
の
年
金
電
話

相
談
セ
ン
タ
ー
等
の
う
ち
、
回
線
の

空
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
つ
な
ぎ
致

し
ま
す
。

◎
通
話
料
金
は
一
般
の
固
定
電
話
の
場

合
、
接
続
先
に
か
か
わ
ら
ず
市
内
通

話
料
金
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
電
話
機
の
設
定
、���

�
��
な
ど
電
話
機

に
よ
っ
て
は
ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん
。

◎
お
手
数
で
す
が
他
の
電
話
機
で
お
か

け
直
し
い
た
だ
く
か
、
最
寄
の
社
会

保
険
事
務
所
を
ご
利
用
下
さ
い
。

社
会
保
険
庁　

���������������������

���������������������
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�
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一
。
募
集
人
員
等

　

本　
　

科　
　

名
（
推
薦
入
学
者
含
む
）

３０

　

修
業
年
限　

３
年

　

受
験
資
格　
　

歳
以
上　

１５

　

中
学
校
卒
業
者
（
卒
業
見
込
み
を
含
む
）

　

受
験
料　

無　

料

二
。
推
薦
入
学
試
験

　

期　

日　

平
成　

年
１
月　

日

１８

１５

　

願
書
受
付
期
間

　
　
　
　
　

平
成　

年　

月　

日
〜

１７

１２

１２

　
　
　
　
　
　
　

平
成　

年
１
月　

日

１８

１１

　

募
集
人
員　

定
員
の
約　

％
程
度

４０

　

合
格
発
表　

平
成　

年
１
月　

日

１８

２０

国
籍
選
択
は
『
重
国
籍
者
』
の
大
切
な

義
務
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�

●
外
国
で
生
ま
れ
た
方
や
親
が
外
国
国

籍
の
方
は
重
国
籍
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す●
右
記
以
外
に
も
、
婚
姻
や
認
知
等
に

よ
り
重
国
籍
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
民
生
課
戸
籍
係

�
７－

２
１
１
１
（
内
線
４
５
）

又
は
最
寄
の
法
務
局
、
大
使
館
、
領
事

館
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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���������（１７）
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法
律
相
談
と
は
、
弁
護
士
が
ど
の
よ

う
な
お
困
り
ご
と
か
事
情
を
伺
い
、
お

聞
き
し
た
情
報
の
範
囲
の
中
で
、
法
律

に
照
ら
し
て
判
断
し
、
一
般
的
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
う
も
の
で
す
。

　

今
回
は
、
一
人
当
た
り　

分
程
度
と

３０

し
て
無
料
で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
の

で
、
困
り
ご
と
を
抱
え
て
い
て
ど
ん
な

解
決
方
法
が
あ
る
の
か
知
り
た
い
、
あ

る
い
は
弁
護
士
に
依
頼
す
る
と
こ
ろ
ま

で
は
ま
だ
考
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
一

度
話
だ
け
聞
い
て
み
た
い
、
と
い
っ
た

場
合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

��
�
�
　
　

月　

日
（
木
）

１１

１７

　
　
　

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

　
　

（
一
人
に
つ
き　

分
程
度
）

３０

��
�
�
　

鹿
部
会
館

�
�
�
�
�
　

武
部
法
律
事
務
所

　

函
館
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
部　

吉
昭

�
�
�
�
　

離
婚
、
親
権
者
変
更
、
遺

産
相
続
な
ど
の
家
族
の
問
題

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
故
等
の
刑
事
問

題
・
非
行
等
に
よ
る
少
年
問
題

　

土
地
の
境
界
や
建
物
の
所
有
権
な
ど

の
不
動
産
の
問
題

　

サ
ラ
金
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
欠
陥
商
品

な
ど
の
消
費
者
問
題
な
ど

�
�
�
　
　

無　

料

　

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
お
電
話
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

【
申
込
先
】
役
場
民
生
課

　
　
�
７－

２
１
１
１
（
内
線
４
５
）

　

現
在
の
水
道
料
金
徴
収
員
が　

月
末

１０

日
を
も
っ
て
退
職
と
な
り
ま
す
。

　
　

月
１
日
か
ら
当
分
の
間
は
建
設
水

１１
道
課
の
職
員
が
業
務
に
当
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

他
の
業
務
と
の
兼
務
と
な
り
、
今
ま

で
の
様
に
小
ま
め
に
は
、
巡
回
で
き
ま

せ
ん
の
で�
�
�
�
�
�
�
�
�
等
に

切
り
替
え
て
、
速
や
か
に
納
入
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

　

ど
う
し
て
も
役
場
に
来
ら
れ
な
い
方
、

ど
う
し
て
も
都
合
が
つ
か
な
い
方
は
、

水
道
係
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
指
定
を

受
け
た
日
時
に
訪
問
い
た
し
ま
す
。

　

水
道
料
を
未
納
の
ま
ま
に
放
置
し
て

ま
す
と
督
促
状
が
発
布
さ
れ
、
そ
の
後

は
給
水
制
限
も
検
討
し
て
い
ま
す
の
で
、

完
納
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。

　

連
絡
先

　
　

鹿
部
町
建
設
水
道
課
水
道
係

　

代
表
電
話　

７－

２
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
６
４
）

　

直
通
電
話　

７－

３
６
４
０

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

物損事故（件）傷者数（人）死者数（人）発生件数（件）

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

－２２５０２８＋５３８±０００＋１３４森警察署管内
－５６１＋２０２±０００＋１０１鹿 部 町 内

��������	
������

◎夕暮れ時の高齢歩行者・自動車利用者の交通事故防止
◎週末の郊外部国道での速度出し過ぎによる交通事故防止

���������	
�������������

街　頭　犯　罪侵入犯罪窃盗発生件数全刑法犯
認知件数（件）

　　　　罪種

管内　　　　

自動車盗（増減）車上狙い（件）侵入窃盗（件）侵入・非侵入窃盗

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

増減
Ｈ１６
９月

Ｈ１７
９月

＋１０１－１５１８３－３６３－４５６０１５－４０６０２０森警察署管内
±０００－２２０±０００－６１０４－４１０６鹿 部 町 内
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平成１７年９月３０日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，７９０世帯（＋７）
　男　　２，３８８ 人 （±０）
　女　　２，５００ 人 （＋６）
　計　　４，８８８ 人 （＋６）

●６５歳以上の人口 １，０６２人
　高齢化率　　　　２１．７％
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工　

藤　

秀　

雄
さ
ん

佐　

藤　

ス
ヱ
子
さ
ん

渡　

部　

正　

見
さ
ん

平　

山　

正　

男
さ
ん

村　

林　

悦　

雄
さ
ん

高　

野　

勝　

二
さ
ん

山　

口　

勝　

幸
さ
ん ��

�
八
九
歳

七
八
歳

七
五
歳

六
八
歳

六
六
歳

三
六
歳

七
四
歳 �

�鹿
部

宮
浜

宮
浜

宮
浜

本
別

本
別

本
別

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�

佐
久
間　
 
希 　
 
美 
ち
ゃ
ん

の
ぞ 

み

工　

藤　
 
龍  
之  
介 
く
ん

り
ゅ
う 
の 
す
け

�
�
�透

三　

寿 �
�鹿

部
鹿
部
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